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1 計画の目的

第1章 目的と位置づけ

札幌市内の企業は、９９％以上が中小企業1であり、札幌経済を下支えしていることから、その振興を

目指すことを目的として「札幌市中小企業振興条例2」（以下「条例」という。）を平成２０年（２００８年）

４月に全面改正しました。

条例には、「市は条例で定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び

実施しなければならない。この場合において、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。」と明記されています。

このことに加え、札幌市が将来にわたって発展するためには、企業・市民・行政が中長期的な視点か

ら、産業振興の目指す姿やその実現に向けた方向性を共有することが重要であることから、札幌市

は、平成２３年（２０１１年）１月に、令和２年度（２０２０年度）までの産業振興の方向性を示す計画として、

「札幌市産業振興ビジョン」（以下「産業振興ビジョン」という。）を策定しました。

そして、平成29年(2017年)1月には、社会経済情勢の変化に対応するために令和４年度（２０２２年

度）を最終計画年度とする「札幌市産業振興ビジョン改定版」（以下「産業振興ビジョン改定版」とい

う。）として改定し、札幌市は適時適切に産業振興を進めてきたところです。

しかしながら、令和３年（２０２１年）に札幌市は初めて人口減少に転じ、時代の転換期を迎えました。

また、少子高齢化の更なる進行による人口減少や労働力不足といった課題が顕在化している状況に

加え、デジタル化の進展、気候変動やＳＤＧｓ3への対応、ＧＸ4を契機とした経済活性化の推進の動き、

新型コロナウイルス感染症をきっかけとした社会変容、不安定な世界情勢など社会経済情勢も大きく

変化しています。さらに、今後は北海道新幹線の札幌延伸や都心の再開発など、札幌のまちのリニュー

アルに資する絶好の機会も控えています。

こうした変わりゆく社会経済情勢に的確に対応しながら、札幌経済を持続的に発展させていくため、

次なる１０年の産業振興の方向性を示す「第２次札幌市産業振興ビジョン」（以下「第２次産業振興ビ

ジョン」という。）を策定します。

1 中小企業：経営規模が中小規模の企業。中小企業基本法で中小企業者の範囲が定められている（中小企業政策における基本的な政策

対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なる）。なお、小規模企業も中小企業に含

まれる。 

2 札幌市中小企業振興条例：中小企業を取り巻く経済的、社会的環境の変化等を踏まえ、中小企業の振興に関する基本理念を定めるな

ど、札幌市の施策の基本となる事項を定めたもの。中小企業者等への助成に対する指針等を定めていた旧条例（昭和39年(1964年)制

定）を見直し、中小企業の振興に関する基本理念等を定める条例として平成20年(2008年)に施行。 

3 SDGs：Sustainable Development Goalsの略。平成27年(2015年)９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続

可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12年(2030年)までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。

４ GX：グリーントランスフォーメーションの略。産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、

社会経済システム全体を変革すること。
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２ 位置づけ

第２次産業振興ビジョンは、条例に基づき策定する中小企業振興施策の総合的な計画であり、札

幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置づけられる「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」（以

下「第２次まちづくり戦略ビジョン」という。）の方向性に沿った、産業振興部門の個別計画となります。

第２次産業振興ビジョンの構成は、第１編をビジョン編として、目的や札幌市の現状と課題、ビジョン

体系を示します。また、第２編を施策編として、第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン２０

２３（以下「アクションプラン２０２３」という。)等の事業と連動させる形で、今後５年間で実施する予定の

主な施策を掲載します。

第2次札幌市産業振興ビジョン

第1編 ビジョン編

第2編 施策編

その他個別計画
○第2期さっぽろ未来創生プラン

○札幌市ICT活用戦略2020

○第2次札幌市中央卸売市場経営活性化プロジェクト

○第2期さっぽろ都市農業ビジョン

○第2次札幌市環境基本計画

○札幌市気候変動対策行動計画

○第4次さっぽろ子ども未来プラン　等

個別計画

札幌市中小企業振興条例

アクションプラン
2023等の事業と連動

まちづくり戦略ビジョンの
基本的な方向性に沿って

策定

第2次札幌市まちづくり

戦略ビジョン

総合計画

第2次
札幌市まちづくり戦略ビジョン・

アクションプラン2023
（中期実施計画）

・目的と位置づけ

・札幌市の現状と課題

・ビジョン体系（基本理念等）

・施策

ビジョン編

戦略編

産業振興ビジョンのアクションプラン

〇第２次札幌市観光まちづくりプラン

○第2期札幌市映像活用推進プラン

相
互
に
整
合
性
を
図
る
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3 対象

札幌経済を持続的に発展させるためには、市内企業の９９％以上を占め、札幌経済を支える中小企

業を振興することが重要であり、こうした認識を、企業はもちろんのこと、まちづくりの担い手である市民

や行政も共有することが大切です。

加えて、社会経済情勢に的確に対応しながら札幌経済が成長するためには、イノベーション5を生み

出していくことが重要ですが、そのためには、大学等が持つ知識や研究成果を活用した課題解決や新

たな技術を生み出すことが必要であることから、更なる産学官6連携の活性化が不可欠です。

このことから、札幌市の産業振興の担い手であり、産業振興の方向性を共有することが必要な企業

（大企業を含む）、経済団体、研究機関（大学を含む）、市民、行政を第２次産業振興ビジョンの対象と

します。

4 計画期間

第２次産業振興ビジョンの計画期間については、中長期的な札幌市の産業振興の方向性を示すた

めに、第１編ビジョン編を令和５年度（２０２３年度）から令和１４年度（２０３２年度）までの１０年間とし

ます。また、第２編施策編は、アクションプラン２０２３等の事業と連動させる必要があることから、令和５

年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）までの５年間とします。

このため、令和９年度（２０２７年度）を目途として、社会経済情勢の変化を踏まえながら第２編を中心

に第２次産業振興ビジョンの改定を予定しています。

5 イノベーション：革新的な技術や発想によって新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす取組。

6 産学官：産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・地方公共団体）の三者。
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